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　通常、各教育機関の皆様が計画・実施されている消防訓練は、消防法第８条に基づき火災を想定した内容の訓練となっております。
しかし、東日本大震災を契機として、全国的に地震・津波等への対応策を抜本的に見直すべきとの気運が高まっており、当消防本部では
保育所(園)・幼稚園及び小学校　別に
①　消防訓練実施届出書(記載例)
②　消防訓練シナリオ及び自衛消防隊の活動(作成例)
③　災害想定及び避難経路図(作成作成例)
を作成いたしましたので、訓練を実施される際の参考にしていただけますようお願いいたします。詳細は、下記のリンクからご参照ください。
保育園用　消防訓練作成例
　　　
幼稚園・小学校　消防訓練作成例
お問い合わせ先


那覇市消防本部　予防課　予防係


TEL　０９８－８６７－０２１２








